
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進のあり方

これまでの御意見等を踏まえた論点・課題

◆ 法令に規定する要配慮者のほか、地域の実情に応じ都道府県の「賃貸住宅供給促進計画」で位置付け(追加)が可能

【法令で規定】
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、こどもを養育する者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療
養所入所者、ＤＶ被害者、拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、矯正施設退所者

【その他「計画で位置づける者」の国の例示】
海外引き揚げ者、新婚世帯、原始爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、ＬＧＢＴ、ＵＪＩターンによる転入者、こ
れらの者に対して必要な支援を行う者

◇ これまでにいただいた御意見等

・「今、子育てをしている世帯」と「将来子どもを持つ(未婚者を含めた)世帯」にはそれぞれ別の支援が必要

◎ 論点

京都府における「住宅確保要配慮者」の範囲をどのように設定するか。

◆ 公的賃貸住宅及び登録住宅の供給目標

住生活基本計画や公営住宅等長寿命化計画と整合し、できるだけ定量的に定める。

※ 京都府住生活基本計画や公営住宅等長寿命化計画の検討の段階で決定

◇ これまでにいただいた御意見等

・要配慮者のニーズに合った適切な供給
・空き室活用や住棟内住み替えなど、入居制度の柔軟な運用
・共用部分や空き室の有効活用（子育て、在宅勤務スペース等）
・増加する単身高齢者の受け皿住宅の確保

◎ 論点

・公営住宅ストックの計画的かつ効率的な整備及び管理等の推進について
・入居者選考及び入居後の管理の適正化の推進について
・公営住宅の整備を契機とした、周辺地域を含めた居住環境整備等の推進について

論点・課題

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の目標

目標を達成するために必要な事項

項目

住宅確保要配慮者に対す
る賃貸住宅の供給の目標

住宅確保要配慮者の範囲

住宅確保要配慮者に対す
る公的賃貸住宅の供給の
促進に関する事項

資料４
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◇ これまでにいただいた御意見等

・耐震性などを適切に備えた民間賃貸住宅が安定的に供給される条件整備が必要
・地域交流をとおした子育て支援推進の一方、住宅市場においては多世代同居、近居のニーズもある。
・居住支援法人に京都府独自の施策も担っていただけるよう、その役割や位置付けをさらに強化、明確にすべき。
・居住支援法人相互の連携や情報共有により、法人のノウハウ蓄積に寄与するための意見交換会などの場が有効
・民間賃貸住宅の空き家の現状から、要配慮者のマッチングが不十分であり、ＮＰＯ団体等とも連携しながら、福祉施策まで

に至らない段階で気軽に住情報が入手できる相談窓口が身近に必要

◎ 論点

・登録住宅の実効性のある運用
・居住支援協議会のの取組や居住支援法人の積極的な活動
・情報提供など、民間賃貸住宅への円滑な入居に資する取組について
・入居差別防止のための賃貸人への啓発等

◆

【規模に関する基準】
・一般的な住宅：各住戸の床面積が25㎡以上
・居間・食堂・台所等を共同利用する単身居住の場合：専用部分が９㎡以上
　（　　　　　　　　〃　　　　　　ひとり親世帯の場合：１世帯あたり専用部分が12㎡以上）

※ 現在、京都府において規模基準の強化または緩和の必要はないと考えている。

◇ これまでにいただいた御意見等

・耐震性不足など災害に弱い住宅には要配慮者が居住している例が比較的多く、このようなケースに特化した補強や住み替え
などの啓発と実現の仕組みが必要。

◎ 論点

・賃貸人等による適正な維持管理や計画的な維持修繕の実施について（物的管理）
・入居後のトラブル防止や入居拒否事例への相談窓口等について（入居管理）

住宅確保要配慮者が入居
する賃貸住宅の管理の適
正化に関する事項

登録住宅の面積基準の強
化・緩和

住宅確保要配慮者の範囲
の民間賃貸住宅への円滑
な入居の促進に関する事
項

都道府県は、賃貸住宅供給促進計画で、登録住宅の規模に関する基準を強化または緩和することができる。
＜住宅セーフティネット法施行規則　第15条＞
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